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総論
計画の概要第1章

第1編
第１節│計画策定の趣旨

本市は「第五次長期総合計画（前期基本計画）」を令和３年３月に策定し、将来都市像に掲げた「人と
人との絆をつむぐ 誰もが活躍できるまち むさしむらやま」の実現に向けて、計画的なまちづくりを推進
してきました。

この間、少子高齢化の進行に伴う本格的な人口減少社会の到来やデジタル化への対応など、地域や行
政が抱える課題は多岐にわたっており、地方自治体にはより一層の柔軟な対応が求められています。

このような情勢を踏まえ、社会潮流の変化や複雑化・多様化する行政需要に的確に対応し、市民や事
業者等との協働によるまちづくりを推進するため、前期基本計画に続き、基本構想の目標年度である令
和12年度までの行政運営の目標や基本的な方針、主要施策等を明らかにした後期基本計画を策定しました。

また、目指す方向性の整合性を確保し、一貫性のある行政運営につなげるため、「国土強靭化地域計画」
及び「デジタル田園都市構想総合戦略」を一体的に策定しました。

第２節│計画の構成と期間
本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つで構成されます。

後期基本計画は、令和８年度から令和12年度までの５か年の計画です。また、実施計画は具体的な３
年分の計画を策定し、毎年ローリング方式で見直しを行います。

図１　本計画の構成

図２　本計画の期間
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図３　武蔵村山市の位置

計画の背景と課題第２章
第１節│本市の概況

本市は、新宿副都心から約30km西側、東京都のほぼ中央北部に位置し、立川市、東大和市、福生市、
瑞穂町及び埼玉県所沢市に隣接しています。

市北部を東西に連なる狭山丘陵には、市内外から多くの人が訪れている都立野山北・六道山公園や市
立野山北公園があります。

狭山丘陵の麓から南には武蔵野台地が広がり、宅地と畑（野菜、茶、果樹園など）がその多くを占め
ています。

また、瑞穂町の狭山池を源とする多摩川水系の残堀川と本市を源とする荒川水系の空堀川の２本の一
級河川が、市の北側から南東に向けて流れています。

１ 位置・地勢

・	大正 ６ 年　中藤村、横田村、三ツ木村、岸村の４村が幾多の変遷を経て、「村山村」となる。
・	昭和29年　町制施行により、「村山町」となる。
・	昭和45年　市制施行により、「武蔵村山市」となる。
・	昭和55年　市制施行10周年 武蔵村山市民憲章を制定
・	平成 ２ 年　市制施行20周年 長野県栄村と姉妹都市提携
・	平成 ８ 年　ふれあいまちづくり宣言
・	平成12年　市制施行30周年
・	平成22年　市制施行40周年
・	平成26年　スポーツ都市宣言
・	令和 ２ 年　市制施行50周年
・	令和 ４ 年　ゼロカーボンシティ宣言
・令和 ７ 年　多摩都市モノレール箱根ケ崎方面延伸に関する都市計画事業の認可を東京都が取得し、事

業に着手することが公表されるなど、多摩都市モノレール延伸事業は着実に前進

２ 市の沿革
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本市の人口は、昭和40～45年にかけて、都営村山団地の建設等により急増し、平成７年に一度ピーク
を迎えました。その後、一旦減少傾向を示した後、平成14年頃から再び増加傾向に転じましたが、令和
元年以降は減少傾向にあります。

令和７年10月１日現在の総人口は70,434人で、世帯数は33,370世帯となっています（図４参照）。

年齢３区分別人口については、65歳以上の人口（高齢者人口）が増加傾向又は横ばいで推移する一方で、
０～14歳の人口（年少人口）は減少傾向を示しています。また、15～64歳の人口（生産年齢人口）につ
いては令和４年頃から緩やかな増加傾向を示しています（図５参照）。

年齢３区分別人口の割合としては、生産年齢人口が最も多く約６割、次いで、高齢者人口が約３割、
年少人口が約１割となっています（図６参照）。

３ 人口

（各年10月１日現在）

図４　総人口・世帯数の推移 出典　令和２年までは国勢調査、令和７年は住民基本台帳

（各年10月１日現在）

図５　年齢３区分別人口の推移 出典　住民基本台帳
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（各年 10 月１日現在）

図６　年齢３区分別人口の割合の推移 出典　住民基本台帳
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第２節│まちづくりの現状（前期基本計画の到達点）
前期基本計画では、将来都市像「人と人との絆をつむぐ 誰もが活躍できるまち むさしむらやま」の実

現のため、次の６つの方針を定めて各種施策を展開してきました。

２ 健康で明るく暮らせるまちづくり

・　各種健康診査や若年層向け健診を実施し、病気の予防と早期発見を推進するとともに、保健サービ
スを充実

・　医師会などと連携し、休日・準夜診療を実施

■　健康・医療

・　地域包括ケアシステムの体制整備、各種就労支援、市民なやみごと相談窓口の運用などを実施
・　権利擁護の中核機関を設置し、支援が必要な人への対応を強化
・　重層的支援体制整備事業の開始に向け、包括的な支援体制を構築
・　高校生等の医療費無償化、小・中学校給食費の無償化により経済負担を軽減
・　「子ども家庭センター」の設置や健やかひろば事業等により一体的な支援体制を整備
・　病児保育や休日保育の継続、多様な他者との関わりの機会の創出事業や緊急１歳児受入事業の開始

など、保護者ニーズに応じた保育を実施
・　民間保育所の保育士採用を支援し、保育内容の充実と児童や職員の処遇向上を推進
・　高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、自立した日常生活を支援
・　基幹相談支援センターを設置し、障害のある方が安心して地域生活を送れるよう相談体制を強化

■　福祉

１ 市民との協働による地域振興

・　協働事業提案制度を活用し、市民活動団体の提案による事業を実施
・　企業や大学と包括連携協定を結び、様々な分野で連携や協力を推進
・　多文化共生推進事業協力員(*１)やタブレットを活用した通訳で外国人向けの窓口支援を強化
・　ホームページの外国語翻訳サービスなど、外国人が暮らしやすい環境整備を推進

■　コミュニティ

・　市民に分かりやすい情報を積極的に公開し、主体的なまちづくりへの参画を推進
・　ICT (*２)等を活用した情報提供を拡充し、戦略的な情報発信を実施

■　パートナーシップ

(*１)多文化共生推進事業協力員：日本語を話すことができない外国人が来庁した際に、通訳や翻訳等を行う市職員
(*２)ICT：情報通信技術（Information and Communication Technology の略）を指す。インターネット等の通

信技術を活用した産業やサービス等の総称
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４ 誰もが学び活躍できるまちづくり

・　映像制作や平和学習バスツアーなどの平和事業を実施し、平和意識を醸成
・　女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などの人権課題に対応
・　男女共同参画センター「ゆーあい」を拠点に講座やイベントを通じて啓発を実施
・　ワーク・ライフ・バランス (*４)推進事業所認定制度を設けるなど、人生の各段階に応じた多様な

生き方の選択や実現に向けた取組を推進

■　人権

・　歴史民俗資料館において、市指定文化財などをデジタル化し公開するための準備を推進
■　文化

・　GIGAスクール構想 (*５)を実現するために整備した端末を活用し、ICT教育を推進
・　校務用と指導用の端末の集約や校務支援システムの更新により校務の効率化や教職員の負担を軽減
・　全小・中学校で「まちづくり学習」を実施し、地域への愛着と課題解決力を育成
・　不登校支援のチャレンジクラスの設置や特別支援学級の増設など多様な学びの場と支援を拡充
・　防災食育センターの稼働に伴い、アレルギー対応給食を開始
・　電子図書館サービス「むさしむらやま電子図書館」の導入はじめ、出前講座や公民館講座など、多

様な生涯学習の機会を提供
・　「武蔵村山市スポーツ都市宣言」に基づき地域スポーツの振興に努める中、令和６年度にスポーツ

宣言都市10周年記念事業としてARスポーツ (*６)体験会を開催

■　教育

３ 安全で快適なまちづくり

・　「地域防災計画」を見直し、減災施策や復旧・復興活動を可能とする取組を推進
・　防災食育センターの整備により、災害時の応急給食体制を確保
・　防火水槽の整備や消防団員の免許取得補助など、消防活動を支援

■　安全・安心

・　持続可能な交通ネットワークの実現を目的とする「地域公共交通計画」を策定
・　乗合タクシー（むらタク）の利用者登録可能エリアの拡大や利便性向上など、交通サービスを充実

■　地域交通

・　家庭ごみの有料化及び戸別収集を開始し、ごみ減量を推進するとともに、新焼却施設を稼働
・　４R (*３)の普及啓発や電力地産地消事業の開始など、循環型社会の実現を推進
・　「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」や「立地適正化計画」を策定するなど、多摩都市モノレー

ル延伸を見据えた計画的なまちづくりを推進
・　新駅周辺の協議会設立や駅前拠点施設整備基本構想策定など、新駅を中心としたまちづくりを推進
・　新青梅街道の拡幅と合わせて土地区画整理事業を推進

■　都市基盤

(*３)4R：ごみの減量と再資源化に向けて推奨される、断る(リフューズ/Refuse)、減らす(リデュース/Reduce)、
再利用する(リユース/Reuse)、再生利用する(リサイクル/Recycle)の4つの取組の総称

(*４)ワーク・ライフ・バランス：仕事と生活の調和を意味し、やりがい等を持ちながら働くとともに、家庭等にお
いても多様な生き方が選択実現できる状態

(*５)GIGAスクール構想：一人１台端末や高速大容量の通信ネットワーク等の学校ICT環境を整備・活用することに
よって、教育の質を向上させ、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」
の実現を目的とする構想

(*６)ARスポーツ：AR（拡張現実）技術を用いたスポーツ
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６ 計画の推進に向けて

・　「第五次長期総合計画」や「第七次行政改革大綱」等に基づき、施策を計画的・効率的に推進
・　遺族の負担軽減のため、死亡届提出後の各種手続のワンストップ窓口であるおくやみコーナー (*７)

の運用を開始
・　行政手続のオンライン化の推進やAI (*８)・RPA (*９)等を活用した行政事務のデジタル化、書か

ない窓口 (*10)の開設など、ICTを活用した行政サービスを提供

■　行政運営

・　「企業版ふるさと納税」の活用をはじめ、経費の最適化と不断の見直しを行い、効率的な財政運営
を推進するとともに、自主財源の確保を推進

■　財政運営

５ 地域の特色をいかした自然と調和するまちづくり

・　市外への魅力発信や商品の付加価値向上及びその普及により、市内産業の活性化を推進
・　都市農業の更なる振興に向け、認定農業者及び新規就農者への支援などを実施
・　新たな創業者の掘り起こしと地域に根差した創業を促進するため、ローカルスタートアップ支援事

業を実施するとともに、創業支援や地域ブランド認証事業を実施
・　商店街支援や企業誘致により地域経済の活性化に向けた取組を実施
・　狭山丘陵の自然や地場産業をいかした観光まちづくりを推進
・　武蔵村山観光まちづくり協会との連携や、「武蔵村山市観光大使」による市内外への魅力発信等を

通じて観光事業を推進
・　村山温泉「かたくりの湯」について、令和７年度中の再開に向けた取組を実施

■　産業

・　「ゼロカーボンシティ宣言」を掲げ、太陽光発電設備の設置に対する補助、小・中学校の照明LED化、
電力地産地消事業など、地球温暖化対策を推進

■　環境

・　景観や歴史・文化といった資源をいかし、自然と調和したまちづくりを推進
■　景観

	(*７)	おくやみコーナー：身近な方が亡くなられた後の市役所における手続の総合窓口として、必要な手続の御案内から、
申請書の作成サポート・書類の受付までをワンストップで行い、御遺族の方が少しでも負担なく手続ができる
ような支援

	(*８)	AI(Artificial Intelligence)：人工的に作られた、人間のような知能
	(*９)	RPA(Robotic Process Automation)：人が行っていたデータの入力などを、人が実行するのと同じように自

動的に入力する仕組み
	(*10)	書かない窓口：住民異動届に伴う手続のほか、当該手続と併せて対象とする手続について、何度も書く必要が

なく効率的に申請書が処理でき、かつ来庁者に合った案内ができる窓口
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第３節│本市を取り巻く社会潮流とまちづくりの課題
１ 人口減少・少子高齢化への対応

・　日本全体で人口減少が進行（令和52年に9,000万人未満予測）
・　年少人口・生産年齢人口は大幅に減少し、75歳以上の人口は約1.2倍に増加する見込み
・　少子高齢化が加速し、社会保障制度や地域コミュニティに影響

社会潮流

・　本市でも老年人口が増加しており、少子高齢化への対策が喫緊の課題
・　コミュニティの担い手不足や、現役世代に支えられていた社会保障制度の揺らぎを招くなど、社会

経済に与える影響への懸念から、高齢者や子どもが安心して生活ができる環境整備

まちづくりの課題や求められていること

２ 子ども・子育て施策の更なる推進

社会潮流
・　少子化が進行し、未来を担う世代に対する施策の重要性が増大
・　国においては、子どもと家庭の福祉や健康の向上、子どもの権利の保護など、子どもに関する幅広

い施策を推進

まちづくりの課題や求められていること
・　保健、医療、障害福祉、教育、就労支援等の関係機関と連携し、子どもを巡る施策の更なる推進

３ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）(*11)の進展

社会潮流
・　デジタル技術の進化により、社会、経済、働き方、生活が大きく変革
・　政府において「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定され、目指すべきビジョ

ンとして「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を提示（令和２年）
・　地方創生においてもデジタル化が重要な要素であり、国では「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

を策定（令和４年）

まちづくりの課題や求められていること
・　行政サービスについて、デジタル技術やデータ活用による住民の利便性向上
・　デジタル技術やAI等の活用による業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上につ

なげていく取組
・　地方版総合戦略の策定とデジタルの力を取り入れた地域課題の解決

	(*11)DX（デジタル・トランスフォーメーション）：ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ
せること。
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６ 安全・安心に向けた意識の高まり

・　自然災害の激甚化や情報通信機器の機能拡大に伴う犯罪の発生による安全意識の高まり
・　国は新たな「国土強靱化基本計画」を策定し、災害に強いまちづくりを推進（令和５年）
・　SNS等の普及に伴う新しい形態の詐欺事件や子どもや若者が被害者となる事件が多発

社会潮流

・　地震・台風などに強いまちづくり
・　情報通信機器を悪用した犯罪について、関係機関との連携の下、予防対策を行い、安全・安心な生

活環境の構築
・　社会情勢に応じた危険性の把握と市民が安全・安心に暮らすことのできるまちづくり

まちづくりの課題や求められていること

５ 持続可能な社会づくりに向けた取組の強化

・　地球規模の大規模な気候変動による自然災害の激甚化、生活環境の悪化、生物多様性の喪失などが
発生

・　再生可能エネルギー等の利用、省エネルギーの推進、温室効果ガス削減などが世界的課題
・　地球環境や経済活動等の事項に関して、人類の営みを持続可能なものとするため、国連サミットに

おいてSDGsが全会一致で採択（平成27年）

社会潮流

・　温室効果ガスの発生をできる限り抑制する脱炭素に向けた取組
・　次世代に向けた持続可能な社会づくりに向けた取組

まちづくりの課題や求められていること

４ 多様性（ダイバーシティ）が増す価値観やライフスタイル

社会潮流
・　個人の価値観やライフスタイルが多様化
・　情報技術の発展による国境を越えた交流が進み、訪日外国人観光客や外国人労働者が増加傾向
・　SNSを通じた人権に関する新たな課題の顕在化や、外国人や性的少数者に対する偏見や差別が存在

しており、ジェンダーギャップ指数で日本は先進国の中で低水準

まちづくりの課題や求められていること
・　国境を越えた交流の進展に伴うグローバル化への対応
・　誰もが尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会や誰もが地域とのつながりを持ち、互いに助

け合う社会の実現に向けた取組
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７ 多摩都市モノレール延伸を見据えたまちづくり

	(*12)経常収支比率：経常的経費（人件費、扶助費、公債費など）に充てられた経常的一般財源（市税、地方譲与税など）
が経常的一般財源全体に占める割合。この数値が高くなるほど、新たな行財政需要などに対応しにくくなると
される。

・　多摩都市モノレール延伸は、交通利便性の向上や、駅周辺・沿線のまちづくりによる良好な住環境
の形成や交流人口の増加などの多様な効果が期待

社会潮流

・　延伸を契機とした積極的かつ計画的なまちづくりの推進
・　「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」で定めた沿線の将来像を踏まえ、駅を中心とした公共

交通ネットワークの形成や人を呼び込む観光施策など、地区の特性に応じた延伸後を見据えたまちづ
くりの推進

まちづくりの課題や求められていること

８ 厳しさを増す行財政運営

・　本市の経常収支比率(*12)は約90％で推移
・　今後も少子高齢化に伴う社会保障費に係る扶助費や、公共施設の老朽化による維持・更新費用が増

加すると予測

社会潮流

・　厳しい財政見通しに対応し、持続可能な行財政運営を推進するため、歳入確保と歳出削減を徹底し、
最小の経費をもって最大の効果を図る取組

・　市民ニーズを適切に把握し、効率的な市政運営の推進

まちづくりの課題や求められていること
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まちづくりの目標第３章
第１節│人口

本計画で定める各種施策を計画的に展開していくために、以下のとおり人口推計を行いました。
人口の推計に当たっては、住民基本台帳による人口について、令和２年から６年までの各年４月１日

を基準に、コーホート法(*13)を用いたトレンド推計(*14)に加え、以下の４つの人口増加に向けた取組が、
それぞれ実現した場合及び全て実現した場合について、将来展望として算出しています。

取組①　出生率の向上・出生者数の増加
全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対する切れ目のない総合的な支援などの各種出産、子

育て支援により、出生率の向上を図り、合計特殊出生率が1.64で推移する環境を目指す。

取組②　若者の転出の抑制
転出超過の傾向が見られる20歳代の若者について、産業創出による雇用の確保といった転出

を抑制させる各種取組により、20歳代の各年齢の転出超過の解消を目指す。

取組③　子育て世代の転入の促進
住環境や教育環境等の充実を図り、子育て世代の転入を促し、子育て世帯（夫32歳、妻30歳、

子２歳の３人家族を想定。）が現在よりも毎年10世帯ずつ多く転入する環境を目指す。また、増
加する高齢者に健康で活躍できる環境を提供していくことも重要である。

取組④　多摩都市モノレール延伸に伴うまちの魅力・利便性の向上による転入の促進
多摩都市モノレールの延伸により市内に新駅が設置される予定であり、駅周辺の発展に伴う

まちの魅力向上や、移動手段の利便性向上により、転入者の増加を目指す。

図７　各人口推計のグラフ

目標人口について、計画終期である令和12年の推計値
を設定します。設定に当たっては、４つの人口増加に向
けた取組が全て実現した場合の推計値である69,784人を
基に、次のように設定します。

令和12年（2030年）
人口　約69,000人

(*13)コーホート法：同年（同期間）に出生した集団を指す「コーホート」ごとに、死亡、移動による変化率を求め、
将来人口を推計する方法

(*14)トレンド推計：これまでのトレンド（傾向）が今後も続くものと仮定して将来を予測する方法
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図８　将来都市構造図 出典　武蔵村山市第二次まちづくり基本方針

第２節│将来都市構造
将来都市像の実現に向けては、市民生活を支える多様な都市機能の集積、骨格となる都市基盤の整備、

計画的な土地利用の誘導を進め、多摩都市モノレールの延伸を見据えた駅を中心としたまちづくりの推
進や公共交通ネットワークの形成が必要です。

このため、都市機能の集積、環境の維持・向上を図るべき「核」、市民交流や生産活動の骨格となる「軸」、
それぞれの特性をいかした土地利用を誘導するための「ゾーン」を設定することで都市の構造を明確にし、
効率的・効果的なまちづくりを進めます（図８参照）。
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【 立地適正化計画 】
多摩都市モノレールの延伸や都市核地区土地区画整理事業など、都市構造に大きく影響する様々な事

業が進められている中で、医療、福祉、商業等の利便性の高い都市機能の誘導による拠点の形成と良好
な住環境の維持・向上を図っていくことが求められていることから、「立地適正化計画」において、５つ
の新駅周辺を拠点として設定し、「都市機能誘導区域」等を定め、立地の適正化による持続可能なまちづ
くりを推進しています。

多摩都市モノレール新駅周辺の「核」を３種類の「拠点」に分類して位置付け、メリハリを付けた拠
点の形成を目指しています（図９参照）。

《中心拠点・準中心拠点・地域拠点》

図９　中心拠点・準中心拠点・地域拠点図 出典　武蔵村山市立地適正化計画
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都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することで、各種サー
ビスの効率的な提供が図られるよう定める区域で、５つの拠点に設定しています（図10参照）。

《都市機能誘導区域》

居住誘導区域は、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティ
が持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域で、市街化調整区域や土砂災害警戒区域等を除いた市
内の約981haに設定しています（図10参照）。

《居住誘導区域》

図10　都市機能誘導区域・居住誘導区域図 出典　武蔵村山市立地適正化計画
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市民の意見第４章
「第五次長期総合計画（後期基本計画）」の策定に向け、市民アンケートや市民ワークショップを行い、

市民の皆様から意見を頂戴しました。

市民の皆様のニーズを的確に捉え、よりよい計画づくりを行うことを目的として、アンケートを実施
しました。

１ 市民意識調査

実施時期：令和６年５月28日（火）～６月19日（水）
実施対象：令和６年５月の時点で市内にお住まいの18歳以上の方々2,000名を無作為に抽出
実施結果：有効回収数384件（回収率19.2％）

本市への転入理由、住みやすさなどについて意見を伺い、後期基本計画策定の参考にするとともに、
今後の市政の基礎資料とすることを目的として、アンケートを実施しました。

２ 人口移動に関する意向調査（転入者意向調査）

実施時期：令和６年５月28日（火）～６月19日（水）
実施対象：令和４年４月１日から令和６年３月31日までに武蔵村山市に転入した方々1,000名

（無作為抽出）
実施結果：有効回収数137件（回収率13.7％）

武蔵村山市立の学校に在学している小・中学生に、市に対する意見を伺い、後期基本計画策定の参考
にするとともに、今後の市政の基礎資料とすることを目的として、アンケートを実施しました。

４ 子ども意見の聴取

実施時期：令和６年７月８日（月）～７月19日（金）
実施対象：武蔵村山市立の学校に在学している小学校３年生～中学校３年生
実施結果：有効回収数965件（回収率22.7％）

「武蔵村山市の課題と理想の未来、課題と理想の未来のギャップを埋める施策について」をテーマとして、
ワークショップを実施しました。

５ 市民ワークショップ

実施時期：令和６年６月29日（土）
実施対象：武蔵村山市在住の市民
実施結果：参加者数６名

本市からの転出理由、住みやすさなどについて意見を伺い、後期基本計画策定の参考にするとともに、
今後の市政の基礎資料とすることを目的として、アンケートを実施しました。

３ 人口移動に関する意向調査（転出者意向調査）

実施時期：令和６年５月28日（火）～６月19日（水）
実施対象：令和４年４月１日から令和６年３月31日までに武蔵村山市から転出した方々1,000名

（無作為抽出）
実施結果：有効回収数109件（回収率10.9％）
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将来都市像の実現のため、
「後期基本計画」では施策の体
系を次のとおり定め、各分野
における施策に取り組みます。

市民協働編

計画推進編

まちづくり編

人
と
人
と
の
絆
を
つ
む
ぐ

　
　
　
　
誰
も
が
活
躍
で
き
る
ま
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
さ
し
む
ら
や
ま

将来都市像

第６章  計画の推進に向けて

第１章  市民との協働による地域振興

第２章  健康で明るく暮らせるまちづくり

第３章  安全で快適なまちづくり

第４章  誰もが学び活躍できるまちづくり

第５章  地域の特色をいかした
　　　 自然と調和するまちづくり

第２節  パートナーシップ

第１節  コミュニティ

第１節  健康・医療

第２節  福祉

第３節  暮らし

第１節  安全・安心

第２節  都市基盤

第３節  地域交通

第１節  人権

第２節  教育

第３節  文化

第１節  産業

第２節  景観

第３節  環境

後期基本計画第2編
施策の体系序章
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第
７
章  

国
土
強
靭
化
地
域
計
画

第
８
章  

デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
構
想
総
合
戦
略

第１節  行政運営

第２節  財政運営

第３節  広域行政

１ 地域コミュニティ、２ 交流

１ 情報共有、２ 市民参加と協働

１ 健康づくり、２ 医療・救急、３ 社会保障制度

１ 地域福祉、２ 子ども・子育て支援、３ 高齢者福祉、４ 障害者福祉、５ 生活支援

１ 消費生活、２ 雇用

１ 災害対策、２ 消防体制、３ 交通安全、４ 防犯対策

１ 都市づくり、２ 道路、３ 住宅・宅地、４ 下水道、５ 廃棄物処理とリサイクル

１ 多摩都市モノレール、２ 地域交通

１ 人権・平和、２ 男女共同参画

１ 学校教育、２ 生涯学習、３ スポーツ・レクリエーション

１ 市民文化、２ 伝統文化・文化財

１ 農業、２ 商・工業、３ 観光

１ 都市景観、２ 水とみどりのネットワーク

１ 自然環境、２ 公園・緑地、３ 地球温暖化対策、４ 公害対策・環境美化
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市民との協働による地域振興第１章
第１節│コミュニティ
１ 地域コミュニティ

●　コミュニティ組織の活性化は、地域の課
題解決につながることから、地域コミュニ
ティの代表格である自治会の活動や市民・
社会活動団体への支援として、コミュニティ
意識の醸成やリーダーの育成に努めます。

⑴ コミュニティ活動の支援

①コミュニティ意識の醸成
②自治会活動の支援
③組織間の連携促進
④地域コミュニティの活性化

⑵ コミュニティ施設の管理・
運営

①施設の整備助成の推進
②施設の適正な管理

第２節│パートナーシップ
１ 情報共有

●　市の政策や地域独自の魅力を磨き上げる
とともに、市内外問わず多くの方へ本市の
魅力を届けるようシティプロモーションを
推進していきます。

●　市民、事業者と市が良きパートナーとし
て連携し、市民主体の自立的なまちづくり
を実現するため、分かりやすい情報を効果
的に共有するための仕組みを整えます。

⑴ シティプロモーションの
推進・広報活動の充実

①シティプロモーションの推進
②広報活動の充実

⑵ 広聴活動の充実 広聴活動の充実

⑶ 情報公開等の推進
①情報公開の推進
②ICT等を活用した情報提供の

推進

２ 市民参加と協働
●　計画の策定や施策の評価などの様々な過

程において市民の参加を図り、市政に市民
の意思を反映させるとともに、協働による
まちづくりの仕組みを整えます。

⑴ 市民参加の機会の拡充
①審議会等への参加機会の拡充
②意見公募手続制度の統一的な

運用

⑵ 市民と市の協働体制の整備
①協働体制の充実
②市民協働によるイベントの開催
③市民の発想をいかす市政運営

⑶ 地域連携の推進 地域連携の推進

２ 交流
●　市民相互の交流を図るために、その拠点

となるエリアの充実や市民活動を一層推進
するほか、国際化社会への対応を図るため、
教育や文化等における国際理解を深めてい
きます。

●　市内の外国人コミュニティと自治会との
交流を促進するなど、市民生活の様々な場
面での国際交流を推進します。

⑴ 市民相互の交流の促進
①地域交流の促進
②都市間交流の促進

⑵ 国際交流の推進
①国際理解の推進
②国際化に対応した環境整備
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健康で明るく暮らせるまちづくり第２章
第１節│健康・医療
１ 健康づくり

●　疾病の予防、早期発見等を図るため、健
康教育や健康相談、健康診査等を一層充実
するとともに、「自分の健康は自分で守る」
という、市民の自主的な健康づくりを支援
し、健康であることの重要性や健康づくり
への関心を一層高め、市民の心身の健康の
保持及び増進に努めます。

⑴ 保健事業の充実
①保健サービスの充実
②献血事業の推進

⑵ 健康づくり意識の高揚 健康づくり意識の高揚

⑶ 健康づくり事業の充実
①健康相談の実施
②市民ニーズに基づく健康教育

⑷ 食育の推進 食育の推進

⑸ 心の健康づくり

①地域・職場・学校で心の不調を
早期に発見できる体制づくり

②相談体制の充実
③自殺防止対策の取組

２ 医療・救急
●　誰もが身近な地域で気軽に健康相談や診

療を受けられるよう、かかりつけ医、かか
りつけ歯科医、かかりつけ薬局づくりを推
進するとともに、休日・休日準夜診療や救
急医療体制の充実など地域保健医療の充実
に取り組みます。

●　感染症等の流行に備えて、予防に必要な
情報の普及啓発に努めます。

⑴ 地域医療体制の整備
①人材の育成
②医療機関相互の連携強化
③かかりつけ医等の定着促進

⑵ 救急体制の充実
①搬送体制の充実
②救急医療の推進

⑶ 感染症予防対策の充実

①感染症予防対策の充実
②新感染症対策
③国立感染症研究所の安全な

施設運営の要望

３ 社会保障制度
●　国民健康保険制度については、レセプト

(*15) 及び特定健康診査結果データの分析
を行い、その健康課題に対応した保健事業
を実施することで、医療費の適正化を図る
とともに、国民健康保険税の適正な賦課を
図ることにより、国民健康保険事業の財政
の健全化に取り組みます。

●　後期高齢者医療制度については、制度に
対する理解を図り、健康診査の受診率の向
上に努めます。

●　国民年金制度については、制度に対する
理解と年金を受けるために必要な資格期間
を確保する支援に取り組み、制度の充実を
図るため、関係機関との連携を推進します。

⑴ 国民健康保険

①国民健康保険税の適正賦課
②国民健康保険税収納率の向上
③資格・給付の適正化
④医療費の適正化
⑤制度の充実要請
⑥制度改正への対応

⑵ 後期高齢者医療制度

①制度の周知
②広域連合との適正な情報連携
③健康診査の実施
④高齢者の保健事業と介護予防

の一体的な実施

⑶ 国民年金

①制度の普及啓発
②相談業務の充実
③未加入者の加入促進
④保険料納付の促進
⑤保険料免除及び学生納付特例

制度の活用

(*15)レセプト：保険医療機関が１か月の診療行為をまとめた診療（調剤）報酬明細書
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第２節│福祉
１ 地域福祉

●　地域共生社会の実現に向けて、地域の複
雑化・複合化した課題を抱える全ての人に
対して、必要なサービスを受けてもらえる
よう包括的な支援に取り組みます。

⑴ 地域ぐるみの福祉の推進
①福祉の担い手の育成
②民生・児童委員活動への支援
③地域福祉活動の推進

⑵ 相談体制の充実

①重層的支援体制整備事業の推進
②市民なやみごと相談窓口の運用
③福祉サービス総合相談窓口の活用
④あらゆる暴力の被害者への支援等

⑶ 権利擁護体制の推進 権利擁護体制の推進

⑷ 福祉のまちづくりの推進 福祉のまちづくりの推進

⑸ 支援のための制度の
周知等

①成年後見制度の周知・運用
②サービス評価制度の周知・促進

２ 子ども・子育て支援
●　保育所入所待機児童の解消に努めるほか、

増加する核家族や共働き家庭、ひとり親家
庭への支援として、質の高い教育・保育の
提供や各種相談機能を充実するとともに、
子育て中の家庭に対して、地域ぐるみで支
援を行う環境づくりを推進します。

●　子ども家庭センターにおいて、全ての子
どもとその家庭の相談を受け入れ、子育て
に関する切れ目のない支援を行います。

⑴ 子ども・若者への支援
①子どもの権利擁護
②子ども・若者の意見聴取

⑵ 子育て家庭の支援

①子育て支援サービスの充実
②情報提供及び相談体制の充実
③子育て支援のネットワークづくり
④経済的支援の充実
⑤保育所等の運営、施設整備の充実
⑥外国人世帯の支援

⑶ 幼児教育の充実
①幼稚園教育の推進
②私立幼稚園への支援
③保護者の経済的負担軽減

⑷ 家庭教育の充実 家庭教育の充実

⑸ 子どもの居場所の確保

①児童館の充実
②子ども食堂の推進
③学童クラブの充実
④放課後児童対策パッケージの推進
⑤図書館の充実

⑹ ひとり親家庭等の支援
①ひとり親家庭の支援
②生活困難を抱える家庭の支援

⑺ 青少年の健全育成
①青少年活動の推進
②相談・支援体制の充実
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３ 高齢者福祉
●　高齢化の進展を踏まえ、在宅サービスや

施設サービスの充実を図るとともに、高齢
者が元気で生きがいを持った生活が続けら
れるよう、介護予防などを推進するほか、
様々な形での社会参加の機会を充実します。

⑴ 介護保険サービスの充実

①介護保険事業の推進
②高齢者福祉施設の整備
③地域包括ケアシステムの体制整備
④公正・迅速な介護認定

⑵ 高齢者福祉サービスの
充実

①生活の安定と居住環境等の整備
②権利擁護の推進
③介護予防の充実
④認知症施策の推進
⑤敬老事業の推進

⑶ 社会参加と就労促進
①社会参加の促進
②老人クラブへの支援
③シルバー人材センターとの連携

４ 障害者福祉
●　障害のある人が安心して暮らすことができ、

いきいきと社会参加することができるまち
づくりに努めるとともに、障害のある人も
ない人も、社会の一員としてお互いに尊重
し支え合いながら、ともに暮らすことので
きる地域社会づくりを推進します。

⑴ 日常生活のための支援
①自立支援給付等の実施
②日中活動の場の充実

⑵ 自立した社会生活のため
の支援

①地域生活支援事業の実施
②地域生活への移行促進
③地域での居住の場の確保
④権利擁護の推進

⑶ 社会的適応能力の養成 児童発達支援事業所ちいろば教室の
充実

⑷ 社会参加と交流の促進
①就労支援の充実
②生活環境の整備
③交流の促進

５ 生活支援
●　生活保護受給者及び生活困窮者が相談し

やすく、支援を受けやすい体制の更なる充
実を図り、早期に困窮状態から脱却できる
よう支援します。

●　子どもの将来が生まれ育った環境に左右
されることのないよう、生活支援、教育支援、
経済支援等の各種支援を必要とする全ての
子どもに届くよう総合的に取り組みます。

⑴ 生活保護の適正な実施 生活保護の適正な実施

⑵ 生活保護費（医療扶助）
の抑制 生活保護費（医療扶助）の抑制

⑶ 相談体制の充実 相談体制の充実

⑷ 自立支援の充実
①一般就労に向けた支援
②就労準備支援

⑸ 子どもの貧困対策の推進 子どもの貧困対策の推進
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第３節│暮らし
１ 消費生活

●　市民が安全で豊かな消費生活を送れるよ
う積極的な情報提供や相談体制の充実、詐
欺などの被害防止に向けた啓発等の取組を
推進するとともに、多重債務等の消費に係
る問題を抱えた方への支援に努めます。

⑴ 相談・情報提供活動の充実
①消費者相談の充実
②消費生活情報の収集・提供

⑵ 消費者意識の啓発
①消費者団体の育成
②ライフステージに応じた消費者

教育の推進

⑶ 多重債務者への支援 多重債務者への支援

２ 雇用
●　一人一人の状況に応じた雇用を確保する

ため、雇用機会の拡充、就労支援事業等に
よる就労に必要な知識、技術習得の促進及
び求職活動の支援等に努めるとともに、企
業に対しては安心して働ける労働環境づく
りや勤労者福祉の充実を要請していきます。

⑴ 雇用の促進 雇用の促進

⑵ 就労のための学習機会の
充実 就労のための学習機会の充実

⑶ 勤労者福祉の充実
①福利厚生の充実
②派遣労働者やパート職等への

支援
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安全で快適なまちづくり第３章
第１節│安全・安心
１ 災害対策

●　地震や台風等の自然災害や不測の事態に
おける大きな被害を想定し、危機管理体制
の充実や災害に強い都市基盤づくりのほか、
地域と連携した防災活動の推進に取り組み
ます。

⑴ 防災体制の充実・強化

①緊急連絡体制の強化
②防災訓練の充実等
③防災資器材・設備の充実
④情報連絡体制の充実
⑤災害時医療救護体制の充実
⑥相互応援体制の確立
⑦避難行動要支援者支援体制の

確立
⑧災害廃棄物処理体制の構築
⑨防災DXの推進
⑩危機管理体制の強化

⑵ 防災まちづくりの推進

①ライフライン事業者との連携
②避難道路の安全確保等
③不燃化及び木造住宅耐震化の

促進
④避難場所・避難所の機能充実
⑤浸水対策の推進
⑥応急給食提供体制の確保

⑶ 防災意識の高揚
①自主防災組織の育成・強化
②防災思想の普及
③防災訓練の充実

⑷ 治水事業の推進 治水事業の推進

３ 交通安全
●　交通安全意識の高揚を図るとともに、交

通安全施設の計画的な整備を推進し、安全
な交通環境づくりに努めます。

⑴ 交通安全思想の普及啓発 交通安全思想の普及啓発

⑵ 交通安全施設・環境の整備
①交通安全施設の整備・充実
②交通規制等の強化
③自転車利用環境の整備

⑶ 被害者の救済
①各種保険制度の加入促進
②交通事故相談の充実

２ 消防体制
●　市民の生命と財産の安全を確保するため、

消防署及び消防団と一体となって総合的な
消防体制の強化に向けた取組を推進します。

●　消防団に求められる役割の多様化に対応
するために、活動環境などの改善を図ります。

⑴ 火災の未然防止 火災の未然防止

⑵ 消防体制の充実
①常備消防の強化
②非常備消防の充実
③消防施設の整備・充実
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４ 防犯対策
●　警察署と連携した防犯対策に加え、地域

コミュニティと連携した防犯活動を行うこ
とにより、 犯罪のない明るい安全な地域社
会で、市民が安心して暮らせるための取組
を推進します。

⑴ 地域防犯活動の推進
①防犯活動団体への支援
②防犯、環境浄化運動の推進

⑵ 防犯環境の整備 防犯環境の整備

第２節│都市基盤
１ 都市づくり

●　多摩都市モノレール沿線のまちづくりに
ついては、「多摩都市モノレール沿線まちづ
くり方針」や「立地適正化計画」に基づき、
多摩都市モノレール沿線にふさわしいまち
づくりを推進していきます。

●　多摩都市モノレールの５つの新駅周辺に
ついては、「第二次まちづくり基本方針」や

「多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」、
「立地適正化計画」等に基づき、各地区の特
性に応じた土地利用の誘導等を進め、それ
ぞれの位置付けに応じた拠点の形成を図り
ます。

●　その他の地区についても、豊かな自然環
境と都市的土地利用の調和を図りながら、
良好な市街地環境を形成するため、秩序あ
る土地利用の推進に努めます。

⑴ 多摩都市モノレール沿線
まちづくり

①多摩都市モノレール沿線まちづくり
②中心拠点（No.３駅周辺）の形成
③準中心拠点（No.１駅周辺）の形成
④地域拠点（No.２、４、５駅周辺）の

形成

⑵ 地域のまちづくり
①協働のまちづくり
②横田基地の軍民共同使用推進

⑶ 適正な土地利用の推進

①都市的土地利用の推進
②自然的土地利用の保全・活用
③土地利用の規制・誘導
④公共用地の確保

２ 道路
●　交通渋滞を緩和し、誰もが利用しやすい

安全で快適な歩行者空間を確保するため、
幹線道路の整備を促進するとともに、身近
な生活道路の充実により、歩行者、自転車、
自動車が安全に通行できる道路ネットワー
クの強化を図ります。

⑴ 幹線道路等の整備

①都市計画道路の整備
②都道の整備促進
③地区内幹線道路の整備
④補助幹線道路の整備

⑵ 生活道路の整備 生活道路の整備

⑶ 道路環境の整備
①安全で快適な歩行・自転車空間の

形成
②適切な道路管理の推進

３ 住宅・宅地
●　住宅・宅地については、災害に強い良好

な住環境と都市近郊の利便性の共存を目指
し、安心して快適に暮らすことができるま
ちづくりを推進するとともに、高齢者、障
害のある人などの住まいの確保に努めます。

●　市内に所在する空き家や空き地等の実態
把握に努め、適切な管理の促進や有効活用
を図るための取組を推進します。

⑴ 宅地の整備
①良好な住宅地の誘導
②民間宅地開発の適切な誘導

⑵ 公的住宅の整備 公的住宅の整備

⑶ 住環境の整備

①良好な住環境の確保
②高齢者や障害のある人の住まいの

確保
③建築物の不燃化・耐震化の誘導
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４ 下水道
●　公共下水道については、多摩都市モノレー

ル延伸に合わせた整備を行っていくととも
に、老朽化に関する調査及び調査結果に基
づく改築を計画的に実施し、効率的かつ健
全な維持管理を行います。

●　雨水排水施設については、近年集中豪雨
による浸水被害が多発していることから、
雨水管きょの整備を計画的に進めます。

⑴ 下水道整備の推進
①施設の整備
②施設の維持管理
③雨水対策の推進

⑵ 経営の安定化 経営の安定化

５ 廃棄物処理とリサイクル
●　市民、事業者及び市が協働し、ごみの減

量とリサイクルを推進するとともに、ごみ
の処理に当たっては一部事務組合と共同し、
環境負荷の少ない効率的な処理を推進します。

⑴ ごみの減量とリサイクル ごみの減量とリサイクル

⑵ し尿の安定処理 し尿の安定処理

第３節│地域交通
１ 多摩都市モノレール

●　令和６年に策定した「多摩都市モノレー
ル沿線まちづくり方針」で定めた「武蔵村
山らしさを守り、育てるとともに 人を呼び
込み、人でにぎわう楽しいまち」という多
摩都市モノレール延伸後の沿線の将来像を
基に、まちづくりを進めます。

●　多摩都市モノレール延伸事業に対する関
心と延伸を見据えたまちづくりの機運を高
めるため、多摩都市モノレール延伸事業及
び沿線のまちづくりに関する情報の周知を
行います。

⑴ 多摩都市モノレール延伸に
向けた取組

多摩都市モノレール延伸に向けた
取組

２ 地域交通
●　多摩都市モノレール延伸を見据えた持続

可能な公共交通ネットワークの実現に向け
た取組を進めるとともに、市内循環バス（MM
シャトル）や乗合タクシー（むらタク）の
より効果的な運行に努めます。

⑴ 持続可能な公共交通ネット
ワークの形成

①公共交通の利用促進
②公共交通の維持・まちづくりとの

連携の強化
③交通手段を選択できる環境づくり
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誰もが学び活躍できるまちづくり第４章
第１節│人権
１ 人権・平和

●　一人一人の個性、能力、価値観が尊重され、
それらを発揮することができる社会の実現
を目指して、様々な啓発活動や相談、支援
を行います。

●　 「武蔵村山市非核平和都市宣言」を基本理
念に、関連事業の実施や歴史民俗資料館分
館での常設展示等を通じて、平和意識の醸
成に努めるとともに、平和に関する歴史的
な価値を有する資料等の整理・保存に努め
ます。

⑴ 人権意識の高揚
①人権意識の高揚
②人権教育の推進

⑵ 人権相談の充実 人権相談の充実

⑶ 権利擁護機関との連携強化 権利擁護機関との連携強化

⑷ 平和意識の醸成 平和意識の醸成

第２節│教育
１ 学校教育

●　学校・家庭・地域の連携強化によって、
地域が一体となって自立した一人の人間と
して生きる力を育む教育を推進するととも
に、児童・生徒が豊かな心を持ち、確かな
学力や健やかな体力を身に付けることがで
きるよう、教育の質の向上と教育環境の整
備に取り組みます。

●　「教育、学術及び文化の振興に関する総合
的な施策の大綱」及び「第三次教育振興基
本計画」が令和８年度に終期を迎えるため、
次期の大綱及び基本計画を策定します。

●　校舎等の教育財産については、計画的な
維持・管理に努め、安全性の向上に努めます。

●　防災食育センターを活用し、学校給食を
通じた食育を推進します。

⑴ 教育環境の整備

①特色ある学校づくり
②小中一貫教育の推進
③弾力的通学区制と学校選択制の展開
④特別支援教育の推進
⑤健康・安全教育の充実と安全確保の推進
⑥学校給食の充実
⑦キャリア教育・進路指導の推進
⑧適応指導・教育相談の充実
⑨教職員の資質向上

⑵ 社会の変化に対応
した教育の推進

①学力向上策の推進
②心の教育の充実
③健康・体力の保持増進策の検討
④国際理解教育の推進
⑤情報教育の充実
⑥環境教育の推進
⑦体験学習の充実
⑧開かれた学校づくりの推進と学校経営の充実
⑨読書活動の推進
⑩まちづくり学習の推進

⑶ 教育施設・設備の
充実

①学校施設・設備の整備
②教育センター活動の推進
③教育機器・教材の充実

２ 男女共同参画
●　性別や年齢、国籍等、様々な違いにかか

わらず、誰もが個人として尊重され、個性
と能力を十分発揮し、自分らしく活躍でき
るような施策を推進するとともに、市民や
事業所と一体となって、男女共同参画社会
の実現を目指します。

⑴ 男女平等意識の形成 男女平等意識の形成

⑵ 男女共同参画の推進 男女共同参画の推進

⑶ 女性の自立支援と働きやすい
環境づくり

女性の自立支援と働きやすい
環境づくり

⑷ 女性の健康と母性の保護 女性の健康と母性の保護
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２ 生涯学習
●　市民一人一人が生涯にわたって自ら学び、

個人としての生きがいや楽しみ、心の豊か
さを追求することにより、生活の充実や向
上を実現するとともに、文化に親しみ、社
会参加できる機会の充実を図ります。

⑴ 学習情報・学習機会の充実

①学習プログラムの拡充
②学習グループ・団体に対する支援
③公共施設予約システムの運用
④子ども読書活動等の推進

⑵ 推進体制の充実
①生涯学習の推進
②指導者の育成と人材の活用

⑶ 生涯学習施設・設備の整備 生涯学習施設・設備の整備

３ スポーツ・レクリエーション
●　市民が、生涯にわたって明るく健康的に

活力に満ちたスポーツライフを過ごせるよ
う生涯スポーツ社会の実現を目指します。

●　誰もがいつでも気軽に身近な場所で健康・
体力づくりができるよう、スポーツ・レク
リエーション事業の拡充や生涯にわたって
スポーツとの関わりをもてる環境の整備、
スポーツ・レクリエーション施設の整備、
改善を推進します。

⑴ スポーツ・レクリエーション
活動の充実

①地域スポーツの振興
②スポーツ事業の運営
③スポーツ団体等との連携

⑵ スポーツ・レクリエーション
施設の整備

①総合運動公園の整備
②スポーツ施設の整備・充実
③校庭・屋内運動場開放の推進

２ 伝統文化・文化財
●　市民の大切な財産として、文化財の適正

な保護・保存に努めるとともに、資料の展
示や各種講座、教室の実施等により、文化
財保護に対する市民意識の向上を図ります。

●　地域の伝統的な文化を子どもたちの世代
に継承していく機会を提供し、保護思想の
高揚に努めます。

⑴ 文化財の調査・研究 文化財の調査・研究

⑵ 文化財の保護・活用

①文化財の保護の推進
②文化財の活用
③関係団体・人材の育成
④市民会館・公民館事業の充実

⑶ 歴史民俗資料館の整備・
充実 歴史民俗資料館の整備・充実

第３節│文化
１ 市民文化

⑴文化・芸術の振興
①参加機会や場の拡充
②関係団体・人材の育成
③公民館事業の充実

⑵文化・芸術施設の整備 文化・芸術施設の整備

●　地域の文化を支える市民の文化活動団体
を支援するとともに、市民が文化や芸術に
触れる機会を確保します。
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地域の特色をいかした
自然と調和するまちづくり

第５章

第１節│産業
１ 農業

●　大都市近郊における都市農業としての性
格を持つ本市の農業の保全に努めるととも
に、地産地消の推進や農業経営の近代化な
ど、時代の要請に合った農業の創造を図り、
魅力ある農業経営の確立を目指します。

⑴ 農地の保全と生産基盤の
整備

①農地の保全と有効活用
②農業基盤の整備

⑵ 魅力ある農業経営の推進
①農業の担い手の確保・育成
②活力ある農業経営体の育成
③農業生産の振興

⑶ 時代のニーズに対応する
農業の創造

①消費志向の変化に対応した作物
への転換奨励

②農のあるまちづくり
③地産地消の推進

３ 観光
●　新たな市のにぎわいの創出を目指して、

市民だけでなく市外からの来訪者の確保を
目的に、観光まちづくり協会と連携し、村
山温泉「かたくりの湯」周辺を憩いの核と
して交流エリアの形成を行うなど魅力的で
個性豊かな観光振興を促進します。

⑴ 観光まちづくりの推進

①個性豊かな観光施策の推進
②地域産業との連携
③文化財の活用
④魅力ある観光事業の推進
⑤移動手段の確保
⑥温泉施設の管理運営
⑦狭山丘陵の活用

⑵ 観光情報の発信 観光情報の発信

２ 商・工業
●　市内産業の活性化を図るため、市内で起

業や創業を目指す人への情報提供や相談窓
口の一本化を進めて新たな地域産業を育成
し、地域経済の活性化と地元雇用の創出に
努めます。

●　多摩都市モノレール延伸を見据え、商業
地形成に向けた計画的誘導を行うとともに、
企業誘致条例の対象拡大などを検討し、企
業誘致を積極的に進めていきます。

●　地域の商店と大型店との共存共栄、連携
を図るための仕組みの検討を進めるととも
に、空き店舗等を活用した事業への支援を
行うなど、地域の商業の活性化に努めます。

●　事業資金融資のあっせんや利子補給等を
通じて、既存の商・工業の体質強化へ向け
た支援を図りつつ、工業地域の基盤整備を
推進します。

⑴ 中小企業の体質強化

①資金融資制度の充実
②商工会等との連携
③産業の活性化
④地場産業の振興
⑤創業者への支援

⑵ 商業の振興

①商業地形成に向けた計画的誘導
②商店街活動への支援と地域経済

の活性化
③商業者への指導・助言の充実

⑶ 工業の振興
①企業誘致の促進
②異業種間交流の推進
③工業地域の基盤整備
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第２節│景観
１ 都市景観

４ 公害対策・環境美化
●　環境の悪化を防ぎ、美しいまちづくりを推進

するため、河川の水質の浄化、大気汚染の防止、
騒音の防止、不法投棄対策等について、関係機
関等との連携を一層深め、的確な対策を講ずる
とともに、市民や事業者と一体となった取組を
推進します。

⑴ 水辺環境の保全
①水量確保対策
②水質浄化対策
③水辺の美化

⑵ 生活環境の保全
①公害の未然防止
②環境保全施策等の推進
③市民意識の啓発

⑶ 清潔で美しい環境づくり
①不法投棄防止
②環境美化

２ 水とみどりのネットワーク
●　残堀川や空堀川については、身近な親水空間

としての緑化の推進や生物等にも配慮した多自
然川づくりを東京都に要請するとともに、市内
を流れる河川についても自然環境を保全するこ
とにより、狭山丘陵等のみどりの核を結ぶ水と
みどりのネットワークづくりを推進します。

⑴ 歩道・自転車道の整備 歩道・自転車道の整備

⑵ 水辺空間の緑化
①河川緑化の推進
②親水緑地広場の整備
③多自然川づくりの推進

２ 公園・緑地
●　公園・緑地については、計画的な整備を進め

ていくとともに、管理において市民の自主的、
主体的な参加を求め、地域に愛される公園・緑
地としての維持管理を促進します。

⑴ 公園・緑地の整備及び
維持管理

①計画的な公園・緑地の整備
②身近な公園等の整備
③総合運動公園の整備
④既設公園等の機能充実

⑵ 市民・事業者との協働
①協働による公園・緑地の管理
②民有地の緑化推進

●　市民や事業者の景観への関心を高め、狭山丘
陵のみどりや里山景観を保全しながら、周辺市
街地が丘陵地の自然と調和した魅力的な景観と
なるよう、市民、事業者、東京都等と連携し、
魅力的な景観づくりを推進します。

⑴ 魅力ある街並み景観の
形成

①市街地の景観整備
②公共施設の景観整備
③狭山丘陵景観重点地区の景観

整備

第３節│環境
１ 自然環境

●　狭山丘陵等の貴重な自然を効果的に保全する
とともに、河川等の自然環境の保全を図ります。 ⑴ 狭山丘陵を中心とした

みどりの保全

①郷土のみどりの保全
②農地の保全
③生物多様性の保全

３ 地球温暖化対策
●　ゼロカーボンシティの実現に向けて、地球温

暖化対策や省資源・省エネルギー活動を促進す
るため、行政運営における取組を推進するとと
もに、市民及び事業者に対し、各種情報の提供
や啓発活動などを行います。

⑴ 地球温暖化の防止
①省資源・省エネルギー活動の

推進
②地球温暖化対策の推進
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計画の推進に向けて第６章
第１節│行政運営
●　様々な課題に対して柔軟かつ的確に対応

するため、市民、事業者と市の連携・協力
に努め、分権型社会にかなったまちづくり
に取り組むほか、計画的な行政運営を推進
します。

●　行政改革大綱に基づく事務事業の見直し
や行政機構の弾力的な運用、民間活用の推
進などによって市民サービスの向上を図る
とともに、多様化する市民ニーズへ対応し
ます。

●　あわせて、市民の利便性の向上と業務の
簡素化・効率化を目的に、ICT の有効活用
等を通じた電子自治体に向けた取組を推進
します。

⑴ 地方分権への対応 地方分権への対応

⑵ 計画行政の推進 計画行政の推進

⑶ 機能的な組織の形成
①新たな行政課題に対応する行政

機構の確立
②行政機構の弾力的運用

⑷ 人事管理の適正化 人事管理の適正化

⑸ 職員の資質向上 職員の資質向上

⑹ 施策等の評価 施策等の評価

⑺ ファシリティマネジメント
(*16)等の推進

①ファシリティマネジメント等の推進
②公共施設等の有効活用
③大規模普通財産の活用

⑻ 民間活用の推進 民間活用の推進

⑼ 電子自治体の推進
①電子自治体の推進
②庁内DXの推進

第２節│財政運営
●　限りある財源を有効に活用するため、行

政評価制度を活用しながら最少の経費をもっ
て最大の効果が図れるよう創意工夫を行う
とともに、経常的な事務経費については施
策や事務事業の見直しによる節減に努める
ほか、政策的経費についてはスクラップ・
アンド・ビルドを基本として、計画的かつ
効率的な財政運営を推進します。

●　自主財源の柱である市税収入の確保に努
めるとともに、財源確保に向けた取組を推
進していきます。

⑴ 適正な財政運営
①財源の計画的・効率的な運用
②予算執行管理の効率化

⑵ 財政基盤の充実

①自主財源の確保
②依存財源の確保
③受益者負担の適正化
④基金の活用

第３節│広域行政
●　様々な分野において、複数の自治体で共

同運営や連携した取組を実施することで、
サービスの向上と経費の削減が可能となる
ため、近隣自治体との連携及び協力を一層
推進します。

⑴ 一部事務組合の運営体制
の強化等 一部事務組合の運営体制の強化等

⑵ 近隣自治体との連携 近隣自治体との連携

(*16)ファシリティマネジメント：組織が持つ施設とその環境を、総合的に企画、管理、活用する経営活動
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国土強靱化地域計画第７章
第１節│国土強靱化地域計画
１ 国土強靱化地域計画策定の趣旨
平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、我が国は未曽有の大災害を経験しました。
この教訓を踏まえ、国においては、平成25年12月に地震や風水害をはじめとする大規模自然災害等に

備えるため、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平
成25年法律第95号）」（以下「基本法」という。）が公布・施行され、平成26年６月に「国土強靱化基本計画」
が策定されました。

また、国は令和７年６月に、「第1次国土強靱化実施中期計画」を策定し、施策の一層の重点化を図る
とともに、組織の枠を超えた施策連携強化型の国土強靱化を推進し、災害に屈しない強靱な国土づくり
を目指しています。

本市においても、発生が懸念されている首都直下地震等に加え、近年各地で大きな被害が発生してい
る台風や集中豪雨等による土砂災害や風水害に備えるとともに、迅速な復旧・復興に資する取組を推進
する必要があります。

そこで、本計画の策定に合わせて、本章を「国土強靱化地域計画」（以下「本地域計画」という。）と
位置付け、後期基本計画と一体的に策定します。

３ 想定される自然災害
【地　震】首都直下地震等（多摩東部直下地震、立川断層帯地震）
【風水害】土砂災害、河川氾濫、都市型水害、竜巻

２ 基本目標
「基本構想」で定める将来都市像「人と人との絆をつむぐ　誰もが活躍できるまち　むさしむらやま」

の実現のためには、災害に強くしなやかなまちづくりの推進が不可欠です。そのため、将来都市像の実
現に向けた取組と併せて、国土強靱化に関係する各施策に取り組む必要があります。

本市では、次の４つの基本目標を設定して、本地域計画を推進します。

◆  国土強靱化地域計画の基本目標

①　人命を最重要事項として最大限の保護が図られること
②　生活インフラや行政等の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
③　市民の財産及び公共施設に係る被害が最小に抑えられること
④　迅速な復旧復興に取り組むことができる体制が確保されること
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４ 推進目標
本地域計画の基本目標の達成のために事前に備えるべき目標として、国土強靱化の推進目標を次の６

項目と設定します。

Ａ　あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ

Ｂ　迅速な救助・救急、医療活動並びに避難生活環境と被災者等の健康を確保すること
により、関連死を最大限防ぐ

Ｃ　必要不可欠な行政機能を確保する

Ｄ　経済活動の致命的な機能不全を回避する

Ｅ　情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等
の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる

Ｆ　社会・経済を迅速に、かつ持続可能な形で復興できる条件を整備する
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デジタル田園都市構想総合戦略第８章
第１節│総合戦略の概要
１ 策定の背景
国は「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想」を策定し、

その実現に向けて総合戦略を令和４年12月に抜本的に改訂しました。この戦略では、デジタルの力を活
用し、地域の個性を生かしながら地方の課題解決や魅力向上の取組を進めることが示されています。

地方公共団体もこれを踏まえて地方版総合戦略を策定することが求められており、本市でもデジタル
を活用した地域課題解決の重要性から、国の方針を勘案しつつ地域の特性をいかした「デジタル田園都
市構想総合戦略」を策定しています。

３ 総合戦略の計画期間
「第五次長期総合計画後期基本計画」と総合戦略を一体的に策定し、より効果的、効率的な施策展開や

進捗管理を行うため、総合戦略の計画期間については「第五次長期総合計画後期基本計画」の対象期間
と同様に、令和８年度から令和12年度までの５年間とします（図11参照）。

２ 総合戦略の位置付け
長期総合計画は、行政運営における最上位計画であり、長期総合計画に基づき、対象となる分野の目

標や目標の実現に向けた取組を明らかにするため、まちづくりの特定の分野に関する個別計画を策定し、
各種事業を推進しています。

総合戦略においては、本市において、既に人口減少に転じている中、デジタルの力を活用した魅力的
なまちづくり等により定住人口の維持を図るとともに、地域産業の活性化等による交流人口 (*17)・関係
人口(*18)の増加を図り、持続的な自治体運営を可能にしていくことが求められます。

これらの取組は長期総合計画による取組の一部と深く関連していることから、総合戦略を「第五次長
期総合計画後期基本計画」と一体的に策定することで施策の整合性や実効性を確保してまいります。

(*17)交流人口：通勤や通学、観光、レジャーなどでその地域に一時的に訪れる人々のこと。
(*18)関係人口：日常的な生活圏や通勤圏の外にある特定地域に対して、継続的かつ多様な形で関与し、その地域の

課題解決や発展に寄与する人のこと。

図11　総合戦略の計画期間
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第２節│総合戦略
１ 基本目標
総合戦略では、長期総合計画後期基本計画に示した将来展望を実現するために講ずべき施策を示します。

デジタル技術を活用しつつ、年少人口及び生産年齢人口の増加、交流・定住人口の増加を実現するため、
次の４つの視点に基づき、３つの基本目標を掲げます（図12参照）。

図12　人口ビジョンの視点と基本目標の関係

 視点１

 視点２

 視点３

 視点４

基本目標１

基本目標２

基本目標３

〈基本目標の詳細〉

●　観光や就業などで市外から本市を訪れる交流人口や創業などで地域への愛着を持ち、継続的に関
わり続ける関係人口を増やすとともに、本市の魅力を発信することで将来的に定住へとつなげるこ
とを目指します。

●　そのため、シティプロモーションの推進や、創業支援や企業誘致等による「しごと」の創出、観
光施策の推進、多摩都市モノレール延伸を見据えた魅力あるまちづくりや公共交通網の形成などに
取り組み、地域の活性化と魅力の発信に努めます。

基本目標１ まちの魅力を向上させ、新たなひとの流れをつくる

●　本市では、合計特殊出生率が減少傾向で推移しており、出生者数も減少している状況です。こう
した事態は、労働力・社会保障・地域活力の低下を招き、地域社会の持続性が危ぶまれることから、
改善に向けて取り組んでいくことが求められています。

●　そのため、結婚・出産・子育てへの一貫した支援を行い、さらには子育てと仕事の両立を図ることで、
子どもを産み育てやすいまちづくりを目指します。

●　児童・生徒が豊かな心を持ち、確かな学力や健やかな体力を身に付けることができるよう教育の
質の向上や社会の変化に対応した教育に取り組みます。

基本目標２ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
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２ 施策の体系
基本目標の実現に向けた、基本的方向に基づき、具体的施策を展開します。

●　誰もが本市に住み続けたいと思うためには、健康で豊かな暮らし、便利な暮らし、そして、安心
して過ごすことができる暮らしを実現することが大切です。

●　個々人の健康増進のみならず、地域コミュニティの強化・活性化を図ることにより、防災・防犯
における共助や地域福祉の拡充はもとより、地域共生社会の実現を目指し、高齢者や障害のある人
など、誰もが便利で安全・安心に暮らし続けられるまちづくりを目指します。

基本目標３ 誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくる

１　戦略的な情報発信

３　産業の振興と雇用の促進

６　利便性の高い公共交通網の形成

２　創業希望者への支援

５　個性豊かな観光施策の推進

４　時代のニーズに対応する農業の創造

７　にぎわいと活力のある魅力的なみち・まちづくり

①
まちの魅力を向上させ、

新たなひとの流れを
つくる

３　子どもの知力・体力の向上

２　子育てしやすいまちづくり

１　結婚・妊娠・出産・子育てへの支援

４　教育環境の整備

②
若い世代の

結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

２　安心して暮らせるまちづくり

１　利便性の向上に向けたまちづくり

３　健康でいきいきと暮らせるまちづくり

③
誰もが安心して

暮らし続けられる
地域をつくる

基本目標 基本的方向
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